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地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その４） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年

４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添１から別添３のとおり取りまとめたので、参考まで

に送付いたします。 

 



歯科 1 

 

〈 別 添 ２ 〉 

歯科診療報酬点数表関係   

 

 

【初診料の注１】 

問１ 主として歯科訪問診療を実施する診療所（直近１か月に歯科訪問診療及び

外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が９

割５分以上の診療所）が、歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準の届

出を行う場合において、様式２の６及び様式２の７の「当該保険医療機関の保

有する歯科用ハンドピース（歯科診療室用機器に限る）」及び「歯科用ユニッ

ト数」はどのように記載すればよいか。 

（答）歯科用ハンドピースについては、歯科診療室で使用するものと歯科訪問

診療の際に使用するものを合算した保有数を記載すること。 

   なお、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の歯科医療機関にお

いても、歯科訪問診療の際に使用する歯科用ハンドピースの保有数を合算

した保有数を記載しても差し支えない。 

   歯科用ユニット数については、診療室の歯科用ユニット数及び歯科訪問

診療の際に使用する歯科用ポータブルユニット及び携帯型マイクロモータ

ーの保有数を合算した数を記載すること。 

 

【咬合調整】 

問２ 区分番号「Ｉ０００－２」咬合調整の留意事項通知（４）について、上顎・

下顎の両顎に有床義歯を装着している場合等、複数の有床義歯を装着している

患者において、修理又は新製を行った有床義歯とは別の有床義歯に対して、３

月以内に １）新製を行う場合 ２）修理を行う場合 のそれぞれついて算定

できるか。 

（答）いずれも算定できない。 

 

【歯冠修復及び欠損補綴】 

問３ クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関において歯冠補綴

物又はブリッジを装着し、当該補綴物の維持管理期間中の患者について、歯科

用金属を原因とする金属アレルギーを発症し、硬質レジンジャケット冠、ＣＡ

Ｄ/ＣＡＭ冠又は高強度硬質レジンブリッジ（以下、硬質レジンジャケット冠

等）により再治療を行う場合において、当該補綴部位に係る一連の費用は算定

できるか。 

（答）クラウン・ブリッジの維持管理期間中に歯科用金属を原因とする金属ア
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レルギーを発症した患者に対し、硬質レジンジャケット冠等により当該補

綴部位の再治療を行う場合については、一連の費用について所定点数を算

定して差し支えない。（医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の

医師との連携のうえで、診療情報提供（診療情報提供料の様式に準じるも

の）に基づく場合に限る。） 

   ただし、臼歯部１歯中間欠損に対してブリッジを装着した患者に対して、

当該ブリッジ装着と同一初診期間内に、同部位に高強度硬質レジンブリッ

ジによる再治療を行う場合については、当該ブリッジに対する補綴時診断

料は算定できない。 

   この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯科用金属を原因

とする金属アレルギーによる再製作である旨と紹介元保険医療機関名を記

載すること。 

 

【診療報酬明細書の記載要領】 

問４ 初診料の注１に規定する施設基準を届け出ている保険医療機関は、診療報

酬明細書の「届出」欄の「歯初診」を○で囲むことになっているが、初診料及

び再診料の経過措置期間内に従来の点数で算定する場合においても○で囲む

必要があるか。 

（答）初診料及び再診料の経過措置期間である平成 30 年９月 30 日までの診療

分に係る診療報酬明細書については、「届出」欄の「歯初診」を○で囲んで

いなくても差し支えない。 
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